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第五次千葉県障害者計画 第１部「総論」 

Ⅰ 障害者計画の目指すもの 

 

 

平成１８年の障害者自立支援法施行後、本県では、「第三次千葉県障害者計画」（平成１

６年度～平成２０年度）に引き続き、平成２１年１月に「第四次千葉県障害者計画」（平成２１

年度～平成２６年度、以下「第四次計画」という）を策定し、障害者施策を総合的に推進して

きました。 

この間、国では、今までの取組を踏まえ、障害のある人の地域生活への移行の推進、権

利擁護、就労の促進について、平成２１年１２月に、内閣府の「障がい者制度改革推進本部」

内に、障害当事者を中心に構成された「障がい者制度改革推進会議」が設置され、障害者

施策全般の見直しが行われ、大きく制度が変更されております。 

平成２３年７月には障害者基本法が一部改正されました。その内容としては、障害者の定

義について、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「障害がある者であって、障害及び

社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」

とし、その際の「障害」の範囲を、発達障害や難病等に起因する障害が含まれることを明確

化する観点から、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害」とする見直しがなされました。あわせて、障害者が分け隔てられることなく他者と

共生することができる社会の実現といった目的規定の改正、防犯・防災、消費者として障害

者の保護の追加など、我が国が平成１９年９月に署名した障害者権利条約等の趣旨に沿っ

て、改正が行われました（平成２３年８月施行）。 

障害者基本法の改正等を踏まえて、自立支援法が改正され、地域社会での共生の実現

に向けて新たな障害保健福祉施策を講じるための「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）が平成２４年６月に成立し（平成２５年４

月施行、一部平成２６年４月施行）、障害者の範囲への難病患者の追加・重度訪問介護の

対象者の拡大・共同生活介護の共同生活援助への一元化などの制度改正が行われまし

た。 

権利擁護分野では、虐待を受けた人の保護や虐待の通報時の対応などを定めた「障害

者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が平

成２３年６月成立し（平成２４年１０月施行）、平成２５年６月に「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が成立しました（平成２８年４月施行）。 

この障害者差別解消法の成立により、国内法の整備がなされたことから、平成２５年１２月

に障害者権利条約が国会承認され、我が国は同条約の１４０番目の締約国になりました。同

年２月１９日から日本において条約の効力が発効したところです。 

１ 計画策定の背景 
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障害のある人の雇用・就労分野では、平成２５年４月から法定雇用率が民間企業は２．

０％（国、地方公共団体等は２．３％）へと引き上げられ、また、平成２５年６月には、「障害者

の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法）が改正され、雇用の分野における障

害者差別が禁止されるとともに、精神障害のある人が法定雇用率の算定基礎に加えられま

した（平成２８年４月施行、一部平成３０年４月施行）。さらに、国・地方公共団体等からの官

公需の受発注の増大を目的とした「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推

進等に関する法律」（障害者優先調達推進法）が平成２４年６月に成立し（平成２５年４月施

行）、県としては、同法に基づく物品等調達方針を策定し、障害者就労施設等への官公需

の発注促進に努めているところです。 
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この計画の趣旨は大きく分けて２つあります。まず、広範にわたる障害者施策について、

今後の基本的方向を示し、実効性ある施策を総合的かつ着実に推進するためのものです。

これは、障害者基本法第１１条第２項に基づく法定の基本計画としての位置付けです。 

次に、これらの施策のうち、特に、障害福祉サービスの必要見込み量等を示すものです。

これは、障害者総合支援法第８９条第１項に基づくものです。これらの計画の策定に当たっ

ては、国が「障害者基本計画（第３次）」や障害福祉計画策定に当たっての基本指針等を定

めておりますので、これらに即し、本県の状況を踏まえ策定します。 

また、本計画は、本県の総合計画「新 輝け！ちば元気プラン」（以下「総合計画」という）、

地域福祉の推進・向上の基本計画である「千葉県地域福祉支援計画」に即し、保健医療計

画、子ども・子育て支援計画等の関連する計画との連携及び県行政全体との整合性を図り

ながら、策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容としては、入所施設から地域生活への移行の推進をはじめ、権利擁護、療育支援、

相談支援、就労支援、障害特性に応じた支援のほか、障害のある人の「教育」、「生活環境」、

「安全・安心」に係る分野など、幅広い分野を対象とします。 

  

２ 計画策定の趣旨・位置付け 
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障害者基本法では、第１条において、「全ての国民が、障害の有無に関わらず、等しく基

本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることもなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会を実現する」と規定されています。 

また、基本原則として、同法第３条では、「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基

本的人権を享受する個人として、その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保

障される権利を有すること」を前提としつつ、障害者が社会を構成する一員として、社会、経

済、文化等あらゆる分野の活動に参加する機会の確保や地域社会で他の人々と共生を妨

げられないこと、同法第４条では、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別するこ

とその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」等規定されています。 

以上のことから、本計画では、このような障害者基本法の理念のもと 

障障害害ののああるる人人ががそそのの人人ららししくく暮暮ららせせるる社社会会のの構構築築  

を目指します。 

上記の目標を実現するために、障害のある人のライフステージに沿った福祉サービスが提

供されるなど、障害のある人が地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を

整備します。 

  

３ 計画の基本理念と目標 
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障害のある人は、自らの決定に基づき社会に参加する主体であることを踏まえ、障害者施

策の策定及び実施に当たっては、障害のある人及びその生活を支援する家族等の関係者

の意見を聴くなど、その意見を尊重します。 

あわせて、障害のある人が自らの意思を選択・決定し、その意思を表明できるように、相談

の実施等による意思決定の支援とともに、意思疎通のための手段を選択する機会の提供を

促進します。 

 

 

障害のある人が乳幼児期から高齢期まで各ライフステージを通じて、適切な支援を受けら

れるよう、医療、教育、福祉、雇用等の各分野が連携して、施策を総合的に展開し、切れ目

のない支援を行います。支援に当たっては、障害のある人者の自立と社会参加の支援とい

う観点に立って行うよう留意します。 

 

 

障害者施策の実施に当たっては、性別、年齢、障害の状態、生活の実態等に応じてきめ

細やかに対応します。 

また、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう等の障害について、県民により一層の理

解が進むよう広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図ります。 

 

 

障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している、事物、制度、慣行、観念等

の社会的障壁の除去を進め、ソフト・ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、

アクセシビリティの向上を図ります。 

あわせて、社会全体でのバリアフリー化を推進する観点から、積極的な広報・啓発活動に

努めるとともに、企業、市民団体等民間団体の取組を積極的に支援します。 

 

 

障害を理由とする差別は、障害のある人の自立又は社会参加に深刻な悪影響を与えるも

のであるため、障害者差別解消法や「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づく

り条例」に基づき、障害者団体を始めとする様々な団体との連携を図りながら、社会全体に

(１) 障害のある人等の意見の尊重と障害のある人自らの意

思決定の支援 

(２) 障害のある人本位の総合的な支援 

(３) 障害特性等に配慮した支援 

(４) アクセシビリティの向上 

(５) 障害を理由とする差別の解消 

４ 策定に係り各分野に共通する基本的な考え方 
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おいて、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進します。 

 

 

障害のある人が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、市町村等との適

切な連携及び役割分担の下で、障害者施策を立案及び実施します。 

また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、医療、教育、福祉、雇用等多くの

関係機関や関係者と連携を図りながら、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、障害者

施策に関係する他の施策・計画等との整合性を図りながら、総合的・計画的に施策の展開

を図ります。 

  

(６) 施策の総合的かつ計画的な取組の推進 
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計画期間については、平成２７年度～２９年度の３年間とします。 

 

 

計画の策定体制として、関係機関、関係団体や障害のある人及びその家族、障害のある

人の福祉、医療等の職務に従事する者で構成される障害者総合支援協議会を障害者総合

支援法第８９条の３第１項の規定に基づき設置し、第五次千葉県障害者計画策定推進本部

会とし、その中に設置されている５つの専門部会（精神障害者地域移行推進、権利擁護、療

育支援、相談支援、就労支援）と今回の計画策定に当たり新たに設置された１つのワーキン

グチーム（入所・地域移行等ワーキングチーム）が中心となって総合計画をもとに具体的な

検討を行いました。 

その検討結果については、障害者基本法及び障害者総合支援法により、計画策定に当

たっての意見聴取が義務付けられている障害者施策推進協議会（障害者基本法第３６条第

１項の規定に基づき設置が義務付けられている合議制の機関）からの意見を聴きながら策

定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画案の提出 

県 
意見 

意見 

６ 策定体制 

 

５ 計画期間 

 

②     ③     ④     ⑤     ⑥ 

全体調整・状況報告・とりまとめ 
 

千葉県障害者施策推進協議会（法定審議会） 

２５名 

千葉県総合支援協議会 

（第五次千葉県障害者計画策定推進本部会） 

２６名 

全体調整 
進捗状況報告、施策提案 
代表参加、相談活動報告 

担当項目の施策の検討等 
他の部会等に属さない項目

の施策検討等  

 
各部会担当項目の施策の検討等 

就労支援 

１５名 

（各  専  門  部  会） 

療育支援 

１８名 

権利擁護 

１９名 

相談支援 

１３名 

精神障害者地

域 移 行 推 進 

１５名 

入所・地域移行等 WT 

14 名 

①（本部会内に設置） 


